
 

瀬戸市立学校設置条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

平成２５年６月２８日 

瀬戸市長  増 岡 錦 也  

瀬戸市条例第１４号 

瀬戸市立学校設置条例の一部を改正する条例  

瀬戸市立学校設置条例（昭和３９年瀬戸市条例第１５号）の一部を次の

ように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

区分 名称 位置 

＜省略＞ ＜省略＞ ＜省略＞ 

特別支援

学校 

瀬戸市立瀬戸特

別支援学校 

 

瀬戸市立瀬戸特

別支援学校光陵

校舎 

瀬戸市萩山台２

丁目２２番地 

 

瀬戸市萩山台９

丁目２４４番地 

 

区分 名称 位置 

＜省略＞ ＜省略＞ ＜省略＞ 

特別支援

学校 

瀬戸市立瀬戸養

護学校 

 

 

 

 

瀬戸市萩山台２

丁目２２番地 

 

 

  

附 則 

この条例は、平成２６年４月１日から施行する。  

 


